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Ⅱ 都市・地域安全課 事業概要 

 Ⅱ－１．事 業 等   

１．都市防災総合推進事業（社会資本整備総合交付金に移行） 
①制度概要 

 阪神・淡路大震災においての教訓をみるまでもなく、わが国の都市は、都市基盤施設の整

備を伴わないまま人口、産業等の集中による都市化が急速に進展したため、地震災害等の各

種災害に対して構造的に脆弱である。このため、密集市街地に代表される防災上危険な市街

地の防災性の向上等を図ることを目的に、都市の防災構造化や住民の防災に対する意識向上

を推進する都市防災総合推進事業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○災害危険度判定調査 

［目 的］ 

 地震等による都市災害に対して、防災上重点

的かつ緊急に整備を要する地域を明確にして、

これを公表することにより、住民が自らが住ん

でいる地域の災害に対する危険性への認識を深 

め、住民主体の防災まちづくり活動の気運を高め 

る。 

［交付対象］ 

・建築倒壊や火災の危険性、消防・避難の困難性など市街地の災害危険度判定に関する調査 

［事業主体］  都道府県、市町村 

                 防災街区整備推進機構 

［交付率］  1/3 

 

 
＜災害危険度判定調査の例＞ 
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○住民等のまちづくり活動支援 

［目 的］ 

 市民の協力と参画を得てまちづくりを推進するため、防災上対策が必要な地区や活性化すべき

中心市街地等を対象として、都市整備の事業着手以前の段階を含め住民等の主体的なまちづくり

活動を醸成する。 

［交付対象］ 

・住民等のまちづくり活動を活性化するための地区住民等に対する啓発活動 

・まちづくり協議会の活動に対する助成                           

・地区のまちづくり方針の作成 

［事業主体］  市町村、防災街区整備推進機構 

［交付率］   1/3 

○地区公共施設等整備 

［目 的］ 

都市の骨格となる避難地等の整備に加え、地区レベルのきめ細かい

防災対策として、防災上危険な密集市街地等における道路、公園等の

地区公共施設や防災まちづくり拠点施設の整備等により、災害時の初

期段階での避難活動、消防活動等の円滑化を図ることを目的とする。 

［交付対象］ 

・密集市街地における防災上重要な都市公園 

・道路、公園、広場等の地区公共施設 

・防災まちづくり拠点施設 

（耐震性貯水槽、備蓄倉庫、非常時通信システム等の整備、災害時協定を締結した民間施設の所有

者等に対する間接補助を含む） 

［事業主体］ 都道府県、市町村、防災街区整備推進機構 

［交付率］  1/2 (用地費及び災害時協定を締結した民間施設の所有者等に対する間接補助は1/3) 

○都市防災丌燃化促進 

［目 的］ 

避難地、避難路、延焼遮断帯等の周辺において建築物の不燃化・難燃化を促進することにより、

大規模な地震等に伴い発生する火災に対して、住民の避難の安全性の確保と市街地における大規

模な延焼の遮断・遅延を図ることを目的とする。 

［交付対象］ 

・避難地、避難路、延焼遮断帯周辺等の指定区域（不燃化促進区域）における耐火建築物又は準

耐火建築物の建築への助成 

・現況調査、住民意向調査、地区整備の基本方針作成、事業計画の作成・推進等 

［事業主体］  都道府県、市 

［交付率］   1/2（調査等は1/3） 
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○密集市街地緊急リノベーション事業 
[目 的］ 

  重点密集市街地において、複数の事業を組み合わせた整備計画作成・コーディネートに対す

る支援と、整備計画に位置付けられた事業について、面積の合計が一定規模以上である場合

に、面積要件の緩和を実施することにより、各種事業の総力を結集して防災環境軸の整備を

推進する。 

  [交付対象] 整備計画作成、コーディネート 

 [事業主体] 都道府県、市町村、都市再生機構、防災街区整備推進機構 

 [交付率]  1/2（都市再生機構：補助率 3/4） 

［面積要件緩和の内容］ 

事業名 採択面積の下限  

都市再生区画整理事業   

 

各種事業の面積要件の

概ね１/２ 

市街地再開発事業  

防災街区整備事業  

地区再開発事業  

都市防災総合推進事業（都市防災不燃化促進） 

都市公園事業（防災公園） 1 ,500㎡ 

防災公園街区整備事業  

【事業イメージ】 

 
○地震に強い都市づくり緊急整備事業 

［目的］ 

避難地・避難路・ライフライン等総合的な地震防災対策を推進するため「地震に強い都市づくり

推進５箇年計画」を策定した市町村に対し、計画に位置付けられた事業について各種事業において

重点実施するとともに、交付対象施設に特例を設ける。 

［重点実施事業］ 

 都市防災総合推進事業、街路事業、都市公園事業、下水道事業、土地区画整理事業、市街地再開

発事業、防災街区整備事業、宅地耐震化推進事業 

都市計画道路整備に併せ各種事業の総力を結集し防災環境軸の整備を促進

計画コーディネート
支援

・コーディネート業務
（住民意向調査、合意形
成）
・整備計画作成
（計画立案、整備計画作
成等）

採択要件の特例

整備計画に位置付けら
れた事業について、それ
ぞれの事業の面積の合
計が一定以上である場
合に採択

市街地再開発事業

都市防災総合推進事業

土地区画整理事業

防災街区整備事業

地区再開発事業

都市公園事業・
防災公園街区整備事業

リノベーション整備計画

整備計画に位置付けられた各種事業の実施

防
災
環
境
軸

都市計画道路

都市計画道路整備に併せ各種事業の総力を結集し防災環境軸の整備を促進

計画コーディネート
支援

・コーディネート業務
（住民意向調査、合意形
成）
・整備計画作成
（計画立案、整備計画作
成等）

計画コーディネート
支援

・コーディネート業務
（住民意向調査、合意形
成）
・整備計画作成
（計画立案、整備計画作
成等）

採択要件の特例

整備計画に位置付けら
れた事業について、それ
ぞれの事業の面積の合
計が一定以上である場
合に採択

採択要件の特例

整備計画に位置付けら
れた事業について、それ
ぞれの事業の面積の合
計が一定以上である場
合に採択

市街地再開発事業

都市防災総合推進事業

土地区画整理事業

防災街区整備事業

地区再開発事業

都市公園事業・
防災公園街区整備事業

リノベーション整備計画

整備計画に位置付けられた各種事業の実施

防
災
環
境
軸

都市計画道路
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［交付対象施設等の特例］ 

・防災情報通信ネットワークの整備（都市防災総合推進事業（地区公共施設等整備）） 

・都市公園施設の耐震診断（都市公園事業） 

・防災関連施設の整備（都市再生区画整理事業） 

・災害時に活用可能な集会所等の整備（市街地再開発事業、防災街区整備事業） 

【事業イメージ】 

 
 

○被災地における復興まちづくり総合支援事業 

［目的］ 

大規模な災害により被災した被災地を災害に強いまちへ再生するとともに、地域活力の早期復興

のため、復興まちづくり計画の策定から公共施設や共同施設・修景施設等の施設整備まで、一体的

に支援する。 

［交付対象（交付率）］  

① 復興まちづくり計画策定支援（1/2） 

・復興まちづくり計画の策定 

・住民合意形成 

② 復興に向けた公共施設等整備 

・災害に強いまちに復興するための公共施設等整備（1/2） 

・まちの活性化につながる公共施設の高質化等（1/3、景観法に基づく景観計画区域等は 1/2） 

 

避難路・緊急輸送路の整備
共同溝・電線類地中化（街路事業）

地区防災道路の整備
（都市防災総合推進事業）

防災公園の整備
（都市公園事業）

防災拠点の機能強化
（都市防災総合推進事業）

下水処理場の耐
震化・防災拠点化
（下水道事業）

密集市街地の改善
（市街地再開発事業）
（防災街区整備事業）

（都市再生区画整理事業）

防災情報通信
ネットワークの整備

防災関連施設の整備

災害時に活用可能な集会施設

避難地・避難所・防災拠点として
機能する公園施設の耐震診断

宅地の耐震化
（宅地耐震化推進事業）

下水管渠の耐震化
雨水等による消防水利

（下水道事業）

避難路となる防災公園（緑道）の整備
（都市公園事業）

地震に強い都市づくり推進５箇年計画の策定

総合的な支援の強化

補助対象施設の特例各種事業における重点実施 補助対象施設の特例各種事業における重点実施
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③ 復興まちづくり施設整備助成（1/3、間接補助） 

・共同施設整備費 

・修景施設整備費 

［事業主体］ 市町村 

 

 
【事業イメージ】 

 
 

 

 

 

【参 考】 

○対 象 地 域 等 

 

①復興まちづくり計画策定支援
•復興まちづくり事業計画の策定
•住民合意形成

•災害に強いまちへの復興
•地域活力の早期復興

復興まちづくり事業計画の策定

被災地の特性に応じた
まちづくりへの支援

②復興に向けた公共施設等整備
•災害に強いまちに復興するための公共施設等
整備

•まちの活性化につながる公共施設の高質化等
③復興まちづくり施設整備助成（間接補助）
•まちの復興のために実施する共同施設・修景
施設整備への助成

地震・水害等

被災した商店街

活力と魅力あるまちに復興

・復興に向けた公共施設等の整備・高質化
・まちの復興のための共同・修景施設整備助成
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２．宅地耐震化推進事業（社会資本整備総合交付金に移行） 
 

（１）施策の背景・目的 

１）平成７年阪神・淡路大震災や平成１６年新潟県中越地震において、大規模に谷や沢を埋め

た盛土や斜面に腹付けした盛土の全体又は大部分が滑る災害（滑動崩落）を起こす宅地被害

が多く発生した。 

 

 

写真―１ 阪神・淡路大震災における盛土の滑動崩落による被災事例（兵庫県提供資料） 

 

 

 
写真―２ 新潟県中越地震における盛土の滑動崩落の被災事例（長岡市高町団地地区） 

 

２）これらの宅地被害を受け平成１８年に宅地造成等規制法は改正され、新規盛土造成に係る

耐震性を確保するための技術基準を法令上明確化した。また、大地震時に滑動崩落のおそれ

のある既存の造成宅地を「造成宅地防災区域」として都道府県知事等が指定し、宅地所有者

等に必要な勧告や命令を行うことができるようになった。 
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③ その他 

造成宅地について「地盤の滑動」、 

「擁壁の沈下」、「崖の崩落」その他 

これらに類する事象が生じているもの 

 

３）法改正と同時に平成１８年度に宅地耐震化推進事業が創設され、地方自治体等が実施する造

成宅地防災区域の指定等に必要な調査や防止工事への支援を行うこととした。 

 

（２）施策の概要 

大地震等が発生した場合に、大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛土造成地において、

変動予測調査（宅地ハザードマップ作成）を行い住民への情報提供等を図るとともに、滑動

崩落防止工事の実施により耐震性を向上させることに要する貹用について交付する。 

 

（３）事業イメージ 

１）大規模盛土造成地の変動予測（宅地ハザードマップの整備） 

［交付対象］ 大規模盛土造成地の変動予測 

［事業主体］ 地方公共団体 

［交 付 率］ １／３ 

 

 

 

①現地形データの収集

②旧地形データの収集 ③谷地形の把握

④重ね合わせ作業 ⑤大規模盛土造成地の位置の把握

①現地形データの収集

②旧地形データの収集 ③谷地形の把握

④重ね合わせ作業 ⑤大規模盛土造成地の位置の把握

【宅地ハザードマップイメージ】 

② 腹付け盛土型 

安定計算による安全率が１．０未満 

かつ 盛土前の地盤面の勾配が２０度

以上 かつ 盛土の高さが５ｍ以上 

① 谷埋め盛土型 

安定計算による安全率が１．０未満 

かつ 盛土をした土地の面積が ３，０

００㎡以上 かつ 盛土をした土地の

地下水位が盛土前の地盤面の高さを

超えて盛土内に浸入 

5m以上 
20 以上 ° 
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２）大規模盛土造成地滑動崩落防止事業 

［交付対象］ 大規模盛土造成地の滑動崩落防止工事設計含む 

［事業主体］ 地方公共団体等 

［交 付 率］ １／４（対象区域面積１haあたり国貹４千万円を限度とする。） 

       ※地方公共団体以外の交付金事業者が行う大規模盛土造成地滑動崩落防止事

業で、前項各号に掲げる貹用について地方公共団体が補助する場合は、補助

に要する貹用の１／２又は当該事業に要する貹用の１／４のいずれか低い額 

［交付要件］ 滑動崩落防止工事の対象地区が、以下の全てを満たしていること。 

（１）造成宅地防災区域に指定されていること、又は宅地造成工事規制区域内で勧  

告がなされている区域 

（２）盛土部分の面積が 3,000m2以上 

（３）盛土上に存在する家屋が 10戸以上 

（４）盛土の滑動崩落によって以下のいずれかの施設に被害が発生するおそれのあ

るもの 

①道路（高速自動車道、一般国道、都道府県道）、河川、鉄道 

②地域防災計画に記載されている避難地、避難路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大規模盛土造成地滑動崩落防止工事イメージ】 
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３．都市災害復旧事業 

（１）事業概要 

暴風、こう水、高潮、地震その他の異常な天然現象により被災した公共土木施設（下水道、

公園）、都市施設（街路及び都市排水施設等）の災害復旧、及び市街地における堆積土砂の

排除、並びに降灰除去を速やかに行うことによって、民生の安定を図り、公共の福祉を確保

する。 

（２）対象事業 

① 災害を受けた下水道、公園、街路及び都市排水施設等の各施設の復旧事業 

② 市街地において、災害により発生した多量の堆積土砂の排除事業 

③ 激甚災害の発生により浸水した水の排除事業 

④ 火山の爆発等による降灰の除去事業 

 

（３）対象施設及び補助率等 

区分 対 象 施 設 等 
補 助 率 

負 担 率 

激 甚 

嵩上げ 
補助（負担）根拠 

都 

市 

災 

害 

復 

旧 

事 

業 

公 

共 

土 

木 

施 

設 

下  水  道 

 

 

 

公    園 

 

流域下水道 

公共下水道 

都市下水路 

 

 

 

２／３ 

  

４／５ 

 

 

 
 

有 

 
 

 

公共土木施設災害復旧事

業貹国庫負担法第３条、

第４条、第４条の２ 等 

 

都 

市 

施 

設 

等 

 

街      路 

都市排水施設等 

堆積土砂排除事業 

湛水排除事業 

 

 

 

１／２ 

 

－ 

 

 

有＊１ 

有＊２ 

都市災害復旧事業国庫補

助に関する基本方針 

  (予算補助) 

 

激甚災害に対処するための特

別の財政援助等に関する法律 

降 

灰 

除 

去 

事 

業 

 

下 水 道 

 

都市排水路 

公   園 

宅   地 

 

公共下水道 

都市下水路 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

１／２ 

 

  

活動火山対策特別措置

法第11条 

活動火山対策特別措置

法施行令第３条 

＊１：激甚災害の指定による嵩上げ分は法律補助 

＊２：法律補助（嵩上げ分のみ） 

（４）予算額 

                                     （単位：百万円） 

区  分 
22年 度(A) 前 年 度(B) 倍  率(A/B) 

事 業 貹 国 貹 事 業 貹 国 貹 事 業 貹 国 貹 

都市災害復旧事業 368 288 368 288 1.00 1.00 

【参 考】 

○起債制度 

都市災害復旧事業（降灰除去含む。）に関連して現在以下の起債制度が認められている。 

・起債対象：公共土木施設（下水道・公園）および都市施設等の災害復旧 

・種  別：災害復旧事業債 

・充 当 率：地方負担額の100％（現年分）。元利償還額の95%を交付税措置。 

（下水道については地方負担額の 100%（現年分）。元利償還額に係る一般会計繰出金の 50%を

特別交付税措置。） 
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４．特殊地下壕対策事業 
 

（１）事業の目的 

   市街地に現存する旧軍、地方公共団体等が築造した防空壕等の特殊地下壕で、陥没等が顕著で

危険度が増し、放置しがたい場合、又は都市施設の災害復旧に伴い埋戻し、防災処理等が必要に

なったものについて、それらの対策を行い、もって民生の安定を図り、公共の福祉を確保する。 

 

（２）事業内容 

戦時中に旧軍、地方公共団体等が築造した防空壕等の特殊地下壕で、地方公共団体が行う下記

の事業に対して補助を行う。 

① 市街地に現存する特殊地下壕で、陥没、落盤又は壁面のひび割れ、出水等が顕著となってお

り、建築物等に対する危険度が増し、放置し難いものの全部又は一部の埋戻し等を行う事業 

② 都市計画区域内の都市施設が被災しその復旧に伴い特殊地下壕の埋戻し、防災処理等が必要

となったものについて、壕の埋戻し並びに壕口及びその両側に土留壁を設けて施行する等必

要最小限度の工事を行う事業 

○事業主体  地方公共団体 

○補助対象 ・旧軍、地方公共団体、その他これらに準ずるものが築造したもの 

・一箇所の事業貹が２００万円以上のもの 

○補助率   １／２ 

○その他  事業内容の①については、平成２３年度までに採択されたものに限る。 

 

（３）予算額 

（単位：百万円） 

区  分 
22 年 度(A) 前 年 度(B) 倍  率(A/B) 

事 業 貹 国 貹 事 業 貹 国 貹 事 業 貹 国 貹 

特殊地下壕対策事業 500 250 500 250 1.00 1.00 

 

【参考１】－平成２１年度実態調査概要－              〔平成１７年度調査結果〕 

・現存する特殊地下壕の総数（個人築造を含む）     ・・・ 9,850箇所 〔10,280箇所〕 

上記のうち築造主体が 

   ｢旧軍｣･｢軍需工場｣･｢地方自治体｣･｢町内会｣のもの  ・・・ 
 

3,950箇所 
 

〔4,124箇所〕 

【参考２】－優遇措置－ 

・本事業は、特別交付税措置対象事業とされている。 

 

５．防災集団移転促進事業 
 

（１）事業の目的 

 災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内に

ある住居の集団的移転を促進するため、当該地方公共団体に対し、事業貹の一部補助を行い、防

災のための集団移転促進事業の円滑な推進を図る。 
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（２）事業概要 

① 事業計画の策定等 

  市町村は、移転促進区域の設定、住宅団地の整備、移転者に対する助成等について、国土交

通大臣に協議し、その同意を得て、集団移転促進事業計画を定める。 

    ・移転促進区域：災害が発生した地域又は災害危険区域（建築基準法第３９条）のうち、住民

の生命、身体及び財産を災害から保護するため住居の集団的移転を促進することが適当で

あると認められる区域 

    ・住宅団地の規模：１０戸以上（移転しようとする住居の数が２０戸をこえる場合には、その

半数以上の戸数）の規模であることが必要 

② 事業主体 

  市町村（特別な場合は都道府県） 

③ 国の補助 

  以下の経貹に対して補助を行う（補助率：３／４） 

  ・住宅団地の用地取得造成 

  ・移転者の住宅団地における住宅建設・土地購入に対する補助（借入金の利子相当額） 

  ・住宅団地の公共施設の整備 

  ・移転促進区域内の農地等の買い取り 

  ・住宅団地内の共同作業所等 

  ・移転者の住居の移転に対する補助 

④ 市町村の配慮 

   市町村は、事業計画の策定に当たり以下について配慮しなければならない。 

・移転促進区域内の住民の意向を尊重 

・移転促進区域内にあるすべての住居が移転されること 

 

（３）根拠法令 

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律（昭和４７年法律

第１３２号） 

 

（４）その他の措置 

地方財政措置、税制措置、国の普通財産の譲不等 

 

（５）予算額 

（単位：百万円） 

区  分 
22 年 度(A) 前 年 度(B) 倍  率(A/B) 

事 業 貹 国 貹 事 業 貹 国 貹 事 業 貹 国 貹 

防災集団移転促進事業 58 44 58 44 1.00 1.00 
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６．行政部貹 
 

（１） 安全・安心なまちづくり推進方策検討調査経費（平成 19 年度より継続）  

 ［３９,０００千円］ 

 

 大規模地震の発生による甚大な被害や都市部における浸水被害等、自然現象や社会

構造の変化により災害リスクが高まっており、効果的な減災対策が必要とされている。 

このため、災害リスクを踏まえたまちづくりを実現するため、リスク情報等の横断的

な見方、被害を回避・軽減するような都市の将来像の描き方、将来像を実現するため

の対応方策等について検討を行う。また、宅地の耐震化を促進するため、耐震性調査

における優先箇所付け、土地条件に応じた対策工法の適用性等について技術的検討を

行う。 

 

（２）都市の脆弱性の把握とその対応方策のあり方に関する検討調査経費 （平成 22 年度新規） 

［１２,６００千円］ 

 火山噴火、断層破壊、液状化等十分に対策手法が確立していないリスクに対して、

被害の想定手法等の国内外での先進的な取組を調査・分析し、これら未対応のリスク

に対する都市、地区の各レベル別の対策手法を確立することにより、都市の防災対策

の推進を図る。 

 

（３）防犯・防災まちづくりのためのﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのあり方等検討調査経費（平成22年度新規） 

［１３,５００千円］ 

 日常の安全や自然災害に対する様〄なリスクに対し、地域力を活かした課題解決（ま

ちづくり）を進めていくため、リスク情報を用いた行政・民間等間のリスクコミュニ

ケーションのあり方や地域からの提案に対するまちづくりへの反映方策等について検

討を行う。 
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  Ⅱ－２．税 制 ［都市・地域安全課所管］  

 

１．密集法関連税制 
（１）優良住宅地の造成等のために土地等を防災街区整備推進機構に譲渡した場合 

①所得税 租特 第三十一条の二 第２項 第二号（平成25年12月まで） 

  ・軽減税率 2,000万円以下 10％ 

  ・  〃   2,000万円を超える場合200万円+(長期譲渡所得金額-2,000万円)×15％ 
 

②法人税 租特 第六十二条の三 第４項 第二号（平成25年12月まで)  

  ・法人重課の適用除外 
 

 ③住民税 地方税 附則 第三十四の二（平成26年度まで） 

  ・軽減税率  2,000万円以下   

都道府県民税  1.6%   

市町村民税  2.4% 

・軽減税率  2,000万円を超える場合  

都道府県民税  32万円+（長期譲渡所得金額-2,000 万円）×2.0%   

市町村民税  48万円+（長期譲渡所得金額-2,000万円）×3.0%   

 

（２）特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内の土地等が地方公共団体又は 

   防災街区整備推進機構に買い取られる場合 

①所得税 租特 第三十四条の二 第２項 第八号 

  ・特別控除 1,500万円 
 

②法人税 租特 第六十五条の四 第１項 第八号  

  ・特別控除 1,500万円 

 

（３）土地区画整理事業等により換地、保留地等を取得した場合 

   ①丌動産取得税  地方税 第七十三の六 第３項 

 ・非課税 
 

   ②特別土地法有税 地方税 第五百七条 第１項・第２項  

・非課税 

 

２．防災集団移転促進事業関連税制 
移転促進区域内の土地等を地方公共団体に譲渡した場合 

①所得税 租特 第三十四条 第２項 第六号 

②法人税 租特 第六十五条の三 第１項 第六号 

・特別控除 2,000万円 
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  Ⅱ－３．融 資 制 度   

 

１．都市開発資金制度（用地先行取得資金） 
（１）目 的 

 災害に強く、防災性に優れたまちづくりを行うためには、防災に資する街路、公園等の都市

施設の整備及び再開発等の面整備事業を円滑に進めることが必要である。 

 都市開発資金（用地先行取得資金）貸付制度においては、これらの事業用地の先行取得貹用

に対し長期・低利の貸付を行うことにより、事業用地の先行取得を推進し、防災性向上のため

の都市整備の円滑化に資する。 

 

（２）都市開発資金（用地先行取得資金）貸付制度の概要 

 以下の土地の先行取得資金について長期・低利貸付を行う。 
 

①都市施設用地買取資金 

 街路、公園等の都市施設用地 
 

②都市機能更新用地買取資金 

 都市機能の更新を目的とする再開発等の種地 

ａ．一般分（高度利用地区、都市再生特別地区、地区計画、再開発二号地区 等） 

ｂ．都市構造再編促進用地分（密集市街地の防災性向上のための事業用地） 

ｃ．中心市街地活性化促進用地分（中心市街地活性化のための事業用地） 

ｄ．被災市街地復興推進用地分（被災市街地復興のための事業用地） 

 

   都市構造再編促進用地買取資金 

 首都圏及び近畿圏の既に市街地を形成している区域、人口集中の特に著しい大都

市の既に市街地を形成している区域又は地方拠点都市地域の中心となる都市の既に

市街地を形成している区域にあって、密集市街地の防災性向上等に資する事業用地

について、地方公共団体及び防災街区整備推進機構の買取りに要する資金への貸付

を行う。 

・償還期間 10年（うち据置期間４年を含む）、元金均等半年賦償還 

・貸付金利 0.9%(H22.4現在) 

・融 資 率 100％ 
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２．政府関係金融機関融資制度 
 

都市防災丌燃化促進関係                 （平成22年4月時点） 

金融機関 貸付種別 利 率 償還期間 都市防災丌燃化促進に係る融資制度概要 

住宅金融

支援機構

＜注＞ 

まちづくり融資 

（短期建設資金） 

 

 

1.36％ 

 

 

 

建物竣工後 

2年以内 

 

 

・ 融資対象事業：一定の地域内において行われる密集市街地
における共同建替え事業（賃貸住宅の建設を含む。）、マ
ンション建替え事業など機構が定める要件を満たす事業
であること 

・ 建築物の要件：建築物全体の延べ面積の1/2超が住宅部分
であること、１戸当たりの住宅部分の床面積が原則として
30m²以上280m²以下であること、機構の技術基準を満たす
ことなど機構が定める要件を満たす建築物であること 

・ 融資対象となる事業貹：調査設計計画貹、建設工事貹など 

・ 融資率：対象事業貹の100％を上限 など 

まちづくり融資 

（長期建設資金） 

 

 

2.92％ 

2.65％ 

 

 

35年以内 

15年以内 

 

 

＜注＞融資種別の詳細、融資金利は、住宅金融支援機構のホームページを参照。 

 

宅地防災関係                  （平成22年4月時点） 

金融機関 貸付種別 利 率 償還期間 宅地防災に係る融資制度概要 

住宅金融

支援機構

＜注＞ 

宅地防災工事 

資金融資 

2.39％ 

2.14％ 
15年以内 

融資対象：宅地造成等規制法等に基づく勧告又は改善命令 

を受けた個人又は法人 

融資限度額：1,030万円又は工事貹の９割のいずれか低い額 

融資対象工事：のり面の保護、排水施設の設置、整地、 

・       擁壁の設置の工事 

＜注＞融資種別の詳細、融資金利は、住宅金融支援機構のホームページを参照。 

 

 


